
大田市子ども医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

令和６年１１月２９日 

 

大田市長 

 

大田市規則第４６号 

大田市子ども医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則 

大田市子ども医療費助成条例施行規則（平成１７年大田市規則第７

３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「社会保険各法に定める保険証等（以下「保険証等」

という。）」を「医療保険の資格が確認できる書類（以下「資格確認

書類」という。）」に改める。 

第６条第２項第４号中「保険証等」を「資格確認書類」に改める。 

 様式第１号を次のように改める。 



 



 様式第１号の２を削る。 

 様式第３号から様式第６号までを次のように改める。 

 

 

 



 

 



 

 



 



 様式第７号の２中「保険証等」を「被保険者等」に改める。 

 様式第８号中「保険証」を「被保険者等」に改める。 

 様式第９号及び様式第１０号を次のように改める。 

 

 



 

 

 様式第１１号中「資格証記号番号」を「資格証番号」に改める。 

 様式第１２号中「被保険者証」を「被保険者等」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年１２月２日から施行する。 


